
令和５年度「根室市留守家庭児童会」 

入会希望者募集案内について 
 

 根室市では、西浜・北斗・花咲・成央留守家庭児童会、花咲港・歯舞登録児童会において、保護者が

放課後に就労などにより家にいない児童を対象に留守家庭児童会を開設しています。 

 つきましては、令和５年度根室市留守家庭児童会、入会希望者を下記のとおり募集いたしますので、

入会を希望される方は、各児童会館・放課後教室又は市教育委員会社会教育課（根室市総合文化会館内）

に提出書類を準備しておりますので、お手数ですがお越しください。 

 

記 

 

１．申込期間 令和５年１月５日(木)～令和５年１月２０日(金)まで 

児童会館・各放課後教室 

月曜日～金曜日：１２時００分～１８時００分 

土曜日：８時３０分～１８時００分 ※西浜のみ１２時００分から 

（日曜日、祝日除く） 

社会教育課（根室市総合文化会館内） 

         月曜日～金曜日：９時００分～１７時００分（土・日曜日、祝日除く） 
 

２．各児童会及び募集人員 

児 童 会 名 募集人員（名） 対 象 校 区 

西浜留守家庭児童会 ３０ 北斗小学校 

北斗留守家庭児童会 ９０ 北斗小学校 

花咲留守家庭児童会 ７０ 花咲小学校 

成央留守家庭児童会 ９０ 成央小学校 

 

３．開設日及び開設時間 

（１）開設日 

原則として、月曜日から土曜日の週６日とし、日曜日及び祝祭日、年末年始（１２月２９日～

１月３日）はお休みします。 

（２）開設時間 

①月曜日～金曜日：正午から午後６時００分 

②土曜日：午前８時３０分～午後６時００分 ※西浜のみ１２時００分から 

③長期休業（別途申込書配布）： 

留守家庭児童会入会者対象（夏・冬・春休み（土曜日含む））午前８時３０分から 

 

４．入会基準 

（１）小学校１年生から６年生までの児童とし、保護者が就労や疾病、介護等の理由により、学校から

帰宅しても保護者等がいないため養育を受けることができない常態の児童を対象とします。 

   ※自宅兼店舗や夜間勤務の方で放課後に在宅しており、保護者指導が出来る場合については対

象となりません。 

（２）募集人員を超える場合は、単親家庭や低学年等を優先的に入会を認めますので、待機となる場合

があります。 



 

５．提出書類（下記の書類を揃えて申込し込んで下さい。） 

（１）入会申込書 １部  （２）入会児童調査票 １部  （３）承諾書 １部 

（４）稼働証明書 ※同居されている稼働者全員分が必要です 

   稼働証明書の雇用期間が「定めあり」の場合で、３月末日等で雇用期間が切れる方は、 

『在職証明書又は雇用予定証明書が必要』となりますので、担当へお問合せ下さい。 

 例１：②定めあり 自：令和５年１月 １日 

         至：令和５年３月３１日 

 

 

例２：証明する会社が市外の場合で時間がかかる場合は、 

在職証明書等に押印したものを FAXなどで送ってもらい、添付し申込み。後日、原本を提出。 

 

例３：②定めあり 自：令和５年１月 １日 

         至：令和５年６月３０日 

 

 

６．継続申込の方 

現在、留守家庭児童会に入会している児童も引続き入会を希望する場合は、 

上記提出書類を必ず提出して下さい。 

７．入会申込書提出後の予定 

（１）初めて入会される方は、下記の日程で面談を行います。（入会を希望する児童と保護者対象） 

 

（ア）面談日時【学校行事等で日程が変更となる場合があります。】 

児童会名 面談日時（１回目） 面談日時（２回目） 

西浜児童会館 ２月 １日（水）13:00～17:00  

北斗放課後教室 ２月 ２日（木）12:10～14:30 ２月 ３日（金）12:10～14:30 

花咲放課後教室 ２月 ６日（月）12:10～14:30 ２月 ７日（火）12:10～14:30 

成央放課後教室 ２月 ８日（水）12:10～14:30 ２月 ９日（木）12:10～14:30 

（イ）面談場所は各放課後教室等で行います。（時間については、後日ハガキ等でご連絡いたします。） 

    ・新１年生は上記の時間内を基本とします。 

・既に就学されている児童が新規入会する場合は授業が終わってから面談を行います。 

（２）留守家庭児童会への入会決定通知は、３月上旬に封書にて通知する予定です。 

 

※ ご不明な点につきましては、各児童会館・放課後教室及び下記までお問い合わせ下さい。 

  根室市曙町１丁目４０番地 根室市総合文化会館内 

根室市教育委員会 社会教育課 社会教育担当 

電話 ２４－３１８０（直通） 

新年度の申し込み受付のため、申込時に 

在職証明書又は、雇用予定証明書のどち 

らかを提出。 

４月初旬に稼働証明書を提出。 

稼働証明書を添付し申し込む。 

（自：１月１日  至：６月３０日） 

７月１日に新たな稼働証明書を提出。 

（自：７月１日  至：３月３１日） 


